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付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年１月１日から施行する。ただし、第９条および第１０条

の規定は、平成１０年４月１日から施行する。 

（草津市民の環境を守る条例の一部改正） 

２ 草津市民の環境を守る条例（昭和５３年草津市条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「第６章 環境審議会（第８５条・第８６条）」を「第６章 削除」に改

める。 

第６章を次のように改める。 

第６章 削除 

第８５条および第８６条 削除 

付 則（平成２５年３月２９日条例第４号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


